
 

 

１ 対  象  平成２４年４月に学校教育法の規定に基づく下記の学校に入学予定の方の保護者 

 高等学校，高等専門学校，大学，短期大学，中等教育学校（後期課程） 

専修学校（修業年限が２年以上の高等課程・専門課程） 

 ※ 合格前（受験前）でも申し込むことができます。 

 

２ 応募資格  ① 本市市民であること。 

        ② 市税（市民税，固定資産税，都市計画税，国民健康保険税，軽自動車税等）の滞

納がないこと。 

③ 独立して生計をたて確実な保証能力があり，市税の滞納がない連帯保証人を１

名たてられること。 

          ※ もう一方の保護者の方が連帯保証人になることはできません。 

          ※ 宇都宮市外にお住まいの方も連帯保証人になることができます。 

        ④ 他の入学一時金（日本学生支援機構，栃木県育英会，他の地方公共団体等）の貸

付を受けていないこと。 

        ⑤ 平成２２年中の認定所得金額が別表第１の所得基準額以下であること。 

          ※ 認定所得金額とは，世帯全員の所得金額（申請時に失業中の方の所得金額

は含まない。）を合算した金額から別表第２の特別控除額を差し引いた金額

をいいます。 

          ※ 給与所得者の所得金額は，別表第３により計算します。 

          ※ 給与所得者以外の所得金額は，収入金額から必要経費を差し引いた金額で

す。 

 

３ 募集期間  平成２３年１２月１日（木）から平成２４年１月３１日（火）まで 

        （尚，郵送による申請の場合は１月３１日（火）の消印まで有効） 

 

４ 募集人数  ３０名程度 

 

５ 貸 付 額 

   

 

 

 

※ 貸付額は１万円単位で選択できます。 

 

６ 返  還  平成２４年４月から各学校の正規の修業期間に２年を加えた期間内に月賦，半年賦

又は年賦により口座振替で返還していただきます。 

         （例 ４年制大学に入学する場合：６年間） 

高等学校，高等専門学校 

専修学校（高等課程） 

中等教育学校（後期課程） 

私立    ２０万円以内で希望する額 

大学，短期大学 

専修学校（専門課程） 

国立・公立 ２０万円以内で希望する額 

私立    ５０万円以内で希望する額 

平成２３年度 宇都宮市入学一時金貸付者募集要項 



７ 利  子  無利子 

 

８ 提出書類  ① 入学一時金貸付申請書（様式第１号） 

② 入学予定の方の在学学校長又は出身学校長の推薦調書（様式第２号） 

（在学生は在学学校長，卒業生は出身学校長の推薦調書が必要です。） 

※ 入学予定の方の住民登録が宇都宮市外にある場合は，住民票を添付してくだ

さい。 

※ 単身赴任等の理由で，保護者のいずれかが平成２３年１月１日現在で宇都宮

市外に住民登録があった場合は，平成２２年中の収入の分かる書類を添付して

ください。 

（例 源泉徴収票の写し，所得証明書等） 

         

９ 申 込 先  〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号 

        宇都宮市教育委員会事務局教育企画課（市役所１３階） ℡ 028（632）2704 

         ※ 申請書類の受付は，地域自治センター，地区市民センター，出張所では行っ

ておりませんので御注意ください。 

 

10 選考方法  所得状況，推薦調書の内容を審査し決定します。 

 

11 選考結果  平成２３年１２月２８日（消印有効）までの申請者には１月下旬頃，平成２４年１

月３１日までの申請者には２月下旬頃に文書で通知します。採用になった場合は，

入学一時金借用証書兼誓約書，連帯保証人の印鑑登録証明書及び完納証明書等の書

類の提出が必要となります。 

 

別表第１ 所得基準額 

世帯人数 

（本人を含む） 

高等学校，高等専門学校，専

修学校（高等課程），中等教育

学校（後期課程） 

大学，短期大学，専修学校（専

門課程） 

１人 １２９万円 １６０万円 

２人 ２０６万円 ２５４万円 

３人 ２３８万円 ２９５万円 

４人 ２５７万円 ３２０万円 

５人 ２７６万円 ３４４万円 

６人 ２９３万円 ３６２万円 

７人 ３０７万円 ３８０万円 

8人以上 
1 人増すごとに１４万円を世

帯人数７人の基準額に加算 

1 人増すごとに１８万円を世

帯人数７人の基準額に加算 

   



  

別表第２ 特別控除額 

母子・父子世帯 ４９万円 

就学者のいる世帯 
区   分 自宅通学 自宅外通学 

小  学  校 ９万円 

中  学  校 １７万円 

高等学校 

国・公立 ３１万円 ５３万円 

私立 ４５万円 ６６万円 

高  等 

専門学校 

国・公立 ４０万円 ６２万円 

私立 ６６万円 ８８万円 

大  学 

・ 

短期大学 

国・公立 ６７万円 １１６万円 

私立 １１１万円 １５９万円 

専

修

学

校 

高等 

課程 

国・公立 １９万円 ３０万円 

私立 ４１万円 ５１万円 

専門 

課程 

国・公立 ２５万円 ７１万円 

私立 ７９万円 １２３万円 

障がい者のいる世帯 障がい者１人につき             ９９万円 

長期療養者のいる世帯 療養のための経常的な支出の年間金額 

主たる家計支持者が別

居している世帯 

別居のために特別に支出している年間金額。ただし，７１

万円を上限とする。 

入学金 入学金の額 

 

別表第３ 給与所得者の所得金額の計算式 

年間収入金額（万円未満切捨て） 所得金額（万円未満切捨て） 

３２９万円以下 ０円 

３３０万円以上４００万円以下 年間収入金額×０．８－２６３万円 

４０１万円以上８７８万円以下 年間収入金額×０．７－２２３万円 

８７９万円以上 年間収入金額－４８６万円 

 


